
１１／１０（金）の行事

報道発表資料の配付日時 １１月２日（木）１４時００分

発 表 項 目 令和５年度（2023年度）留萌振興局消費生活地域協議会の
（ 行 事 名 ） 開催について

記者レクチャー (実施日時) 発 表 者

の お 知 ら せ 発表場所

高齢者の財産については、特殊詐欺等の被害防止のためにも確かな管理が
概 要 求められているところですが、特殊詐欺等の被害は後を絶たず、消費生活相

談における高齢者の割合も高水準で推移しています。
本協議会は、地域における消費生活に関する諸問題等について関係機関と

消費者である地域住民が情報交換し、相互理解を深め、一層の連携を図ると
ともに、被害の防止及びよりよい消費生活の実現に向け、意識の向上を図る
ことを目的としており、令和５年度は次のとおり開催します。

記
１ 主催

北海道留萌振興局
２ 日時

令和5年（2023年）11月10日（金）13時30分～15時30分
３ 開催場所

羽幌町立中央公民館 １階 小ホール
（苫前郡羽幌町南６条２丁目１６－４）

４ 参集範囲
（１）管内各市町村消費生活行政担当者
（２）管内各市町村消費者協会
（３）管内消費者モニター
（４）一般住民（羽幌町いちい大学学生）
５ 協議内容
（１）管内の消費者行政について
（２）消費者被害防止ネットワークについて
（３）相続登記の義務化及び遺言書預かり制度について
（４）意見交換等
６ その他

本協議会は羽幌町いちい大学の学習課程に位置付けて実施します。

消費生活地域協議会は、北海道消費生活条例に基づき、その時々の消費に
参 考 関する地域の問題・課題をテーマとして、道内を道央、道南、道東、道北の

４ブロックに分けて開催しています。
道北ブロックは上川、留萌、宗谷の各（総合）振興局で持ち回り開催して

おり、留萌振興局管内での開催は令和２年度以来となります。

報 道 ( 取 材 ) 消費生活に関して関係者の相互理解を深める場でありますので、積極的な報
に 当 た っ て 道をよろしくお願いします。
の お 願 い

他 の ク ラ ブ 同 時 配 付 (場所)
と の 関 係 同 時 レ ク

留萌振興局保健環境部環境生活課 課長 溝口 敬広
担 当 TEL ダイヤルイン ０１６４－４２－８４２９（内線２９５０）
（ 連 絡 先 ） 留萌振興局保健環境部環境生活課 道民生活係長 有田 太一郎

TEL ダイヤルイン ０１６４－４２－８４３０（内線２９６４）


